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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

２ ０ ２ ６ 年 ４ 月 １ ３ 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 成 育 医 療 研 究 セ ン タ ー  

理 事 長   五 十 嵐  隆  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 2 3  ◎ 所 在 地 番 号  1 3  

１  工 事 概 要  

( 1 )  品 目 分 類 番 号  4 1  

( 2 )  工 事 名  

女 性 の 健 康 総 合 セ ン タ ー 整 備 工 事 （ 再 公

告 ）  

( 3 )  工 事 場 所   

東 京 都 世 田 谷 区 大 蔵 ２ - １ ０ - １  

国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 成 育 医 療 研 究 セ ン タ

ー 内  

( 4 )  工 事 内 容   

女 性 の 健 康 総 合 セ ン タ ー 新 築 鉄 骨 造 地 上

５ 階 建  

  建 築 面 積  1 , 9 2 3 . 9 6  ㎡   

延 床 面 積  7 , 5 1 2 . 2 4  ㎡   

立 体 駐 車 場 新 築  鉄 骨 造 地 上 ２ 階 建   

建 築 面 積  1 , 6 2 0 . 3 2  ㎡   



2 
 

延 床 面 積  2 , 9 2 8 . 2 2  ㎡   

＊ 上 記 に か か る 建 築 工 事 、 電 気 設 備 工 事 、

機 械 設 備 工 事 、 外 構 工 事  

( 5 )  工 期  2 0 2 6 年 5 月 1 8 日 ～ 2 0 2 8 年 1 2 月 2 0 日  

部 分 完 成 （ 立 体 駐 車 場 ） 2 0 2 8 年 4 月 2 0 日  

( 6 ) 本 工 事 は 、 「 建 築 工 事 に 係 る 資 材 の 再 資

源 化 等 に 関 す る 法 律 」 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第

１ ０ ４ 号 ） に 基 づ き 、 分 別 解 体 等 及 び 特 定

建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 の 実 施 が 義 務

付 け ら れ た 工 事 で あ る 。  

( 7 ) 週 休 ２ 日 促 進 工 事  

本 案 件 は 、 受 注 者 が 工 事 着 手 前 に 発 注 者 に

対 し て 週 休 ２ 日 に 取 り 組 む 旨 を 協 議 し た 上

で 工 事 を 実 施 す る 週 休 ２ 日 促 進 工 事 で あ

る 。  

( 8 ) ワ ン デ ー レ ス ポ ン ス 実 施 対 象 工 事  

本 案 件 は 、 ワ ン デ ー レ ス ポ ン ス 実 施 対 象

工 事 で あ る 。  

( 9 )  入 札 方 法  

入 札 金 額 に つ い て は 、購 入 物 品 の ほ か 納 入

に 要 す る 一 切 の 費 用 を 含 め た 額 と す る こ

と 。 落 札 決 定 に あ た っ て は 、 入 札 書 に 記 載

さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン ト に
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相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額（ 当 該 金 額 に １

円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、そ の 端 数 金 額

を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ） を も っ て 落 札

価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地

方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税

事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 見 積 も っ た 金 額

の 1 1 0 分 の 1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書

に 記 載 す る こ と 。  

 

２  競 争 参 加 資 格  

( 1 ) 次 の ① 、 ② 又 は ③ の い ず れ に も 該 当 し な

い 者 で あ る こ と 。   

① 特 別 な 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 契 約 を 締

結 す る 能 力 を 有 し な い 者 及 び 破 産 者 で 復

権 を 得 な い 者 。 な お 、 未 成 年 者 、 被 保 佐

人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 の た

め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 特 別 の

理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。  

② 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら

れ る 者 で 、 そ の 事 実 が あ っ た 後 一 定 期 間

経 過 し て い な い 者 。 こ れ を 代 理 人 、 支 配

人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 す る 者 に つ

い て も 同 様 と す る 。 な お 、 期 間 等 に つ い
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て は 国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 成 育 医 療 研 究

セ ン タ ー 理 事 長 か ら 発 出 し た 契 約 指 名 停

止 等 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 期 間 等 を

適 用 す る 。  

一  契 約 履 行 に 当 た り 、 故 意 に 工 事 若 し く

は 製 造 を 粗 雑 に し 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し

く は 数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た 者 。  

二  公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た 者 又 は 公 正

な 価 格 を 害 し 、 若 し く は 不 正 な 利 益 を 得

る た め の 連 合 を し た 者 。  

三  落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が

履 行 す る こ と を 妨 げ た 者 。  

四  監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 及 び

経 理 責 任 者 が 委 託 し た 者 の 職 務 の 執 行 を

妨 げ た 者 。  

五  正 当 な 理 由 な く 契 約 を 履 行 し な か っ た

者 。  

六  前 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ

っ た 後 ２ 年 を 経 過 し な い 者 を 契 約 の 履 行

に 当 た り 、 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用

人 と し て 使 用 し た 者 。  

七  前 各 号 に 類 す る 行 為 を 行 な っ た 者 。  

③ ② に 該 当 す る 者 を 入 札 代 理 人 と し て 使 用
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す る 者 。  

( 2 )  令 和 7 ・ 8 年 度 の 厚 生 労 働 省 競 争 参 加 資 格

に お け る 「 建 築 一 式 」 に 係 る 一 般 競 争 参 加

資 格 の 認 定 を 受 け て い る こ と 。 （ 会 社 更 生

法 に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ

て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ き 再 生 手 続

開 始 の 申 立 て を し た 者 に つ い て は 、 手 続 開

始 の 決 定 後 、 大 臣 官 房 会 計 課 長 が 別 に 定 め

る 手 続 に 基 づ く 一 般 競 争 参 加 資 格 の 再 認 定

を 受 け て い る こ と 。 ）  

( 3 )  厚 生 労 働 省 か ら 関 東 甲 信 越 地 域 に お け る

「 建 築 一 式 工 事 」 に 係 る 一 般 競 争 （ 指 名 競

争 ） 参 加 資 格 の 認 定 の 際 に 客 観 的 事 項 （ 共

通 事 項 ） に つ い て 算 定 し た 点 数 （ 以 下 「 客

観 点 数 」 と い う 。 ） が 1 , 1 0 0 点 以 上 で あ る

こ と 。  

ま た 、 ( 2 ) の 再 認 定 を 受 け た 者 に あ っ て は 、

当 該 再 認 定 の 際 に 客 観 点 数 が 1 , 1 0 0 点 以 上 で

あ る こ と 。  

( 4 ) 会 社 更 生 法 に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申 立

て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ

き 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し た 者 （ ( 2 ) の

再 認 定 を 受 け た 者 を 除 く 。 ） で な い こ と 。  
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( 5 ) 次 の 各 号 に 掲 げ る 制 度 が 適 用 さ れ る 者 に

あ っ て は 、 こ の 入 札 の 入 札 書 提 出 期 限 の

直 近 ２ 年 間 （ ⑤ 及 び ⑥ に つ い て は ２ 保 険

年 度 ） の 保 険 料 に つ い て 滞 納 が な い こ

と 。  

① 厚 生 年 金 保 険  ② 健 康 保 険 （ 全 国 健 康 保 険

協 会 が 管 掌 す る も の ） ③ 船 員 保 険  ④ 国 民

年 金  ⑤ 労 働 者 災 害 補 償 保 険  ⑥ 雇 用 保 険  

注 ） 各 保 険 料 の う ち ⑤ 及 び ⑥ に つ い て は 、

当 該 年 度 に お け る 年 度 更 新 手 続 を 完 了 す べ

き 日 が 未 到 来 の 場 合 に あ っ て は 前 年 度 及 び

前 々 年 度 、 年 度 更 新 手 続 を 完 了 す べ き 日 以

降 の 場 合 に あ っ て は 当 該 年 度 及 び 前 年 度 の

保 険 料 に つ い て 滞 納 が な い （ 分 納 が 認 め ら

れ て い る も の に つ い て は 納 付 期 限 が 到 来 し

て い る も の に 限 る 。 ） こ と 。  

( 6 ) 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 （ 以 下 「 申 請

書 」 と い う 。 ） 及 び 競 争 参 加 資 格 確 認 資 料

（ 以 下 「 資 料 」 と い う 。 ） の 提 出 期 限 の 日

か ら 開 札 の 時 ま で の 期 間 に 国 立 研 究 開 発 法

人 国 立 成 育 医 療 研 究 セ ン タ ー の 理 事 長 か ら

契 約 指 名 停 止 等 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止

を 受 け て い な い こ と 。  
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( 7 ) 平 成 2 2 年 度 以 降 に 元 請 と し て 完 成 、 引 渡

し が 完 了 し た 次 に 掲 げ る 工 事 の 施 工 実 績

を 有 す る こ と 。  

 〇 同 種 の 工 事  医 学 ま た は 薬 学 系 研 究 施 設

（ 含 む 生 化 学 実 験 室 ） で 延 床 面 積 ３ ， ５

０ ０ ㎡ 以 上 の 新 築 ・ 増 築 の 実 績 を 有 す る

こ と 。  

 〇 類 似 の 工 事  研 究 施 設 ま た は 医 療 施 設 で

延 床 面 積  3 , 5 0 0  ㎡ 以 上 の 新 築 ・ 増 築 の

実 績 を 有 す る こ と 。  

( 8 ) 次 に 掲 げ る 基 準 を 満 た す 主 任 技 術 者 又 は

監 理 技 術 者 を 当 該 工 事 に 専 任 で 配 置 で き

る こ と 。  

（ ア ） 『 一 級 建 築 士 』 又 は 『 一 級 建 築 施 工

管 理 技 士 』 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ

と 。  

（ イ ） 平 成 ２ ２ 年 度 以 降 に 、 上 記 （ ７ ） に

掲 げ る 完 成 ・ 引 渡 し が 完 了 し た 工 事 の 経

験 を 有 す る 者 で あ る こ と 。 な お 、 当 該 経

験 が 厚 生 労 働 省 及 び 他 省 庁 が 発 注 し た 工

事 の う ち ５ ０ ０ 万 円 を 超 え る 請 負 工 事 に

あ っ て は 、 「 工 事 成 績 評 定 表 」 の 評 定 点

合 計 が ６ ５ 点 未 満 の も の を 除 く こ と 。  
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（ ウ ） 監 理 技 術 者 に あ っ て は 、 監 理 技 術 者

資 格 者 証 及 び 監 理 技 術 者 講 習 修 了 証 を 有

す る 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 で あ る こ と 。  

な お 、 主 任 技 術 者 又 は 監 理 技 術 者 を 専 任 で

配 置 す る 場 合 に お い て は 、 以 下 の 期 間 は

工 事 現 場 へ の 専 任 を 要 し な い 。  

・ 請 負 契 約 の 締 結 後 、 現 場 施 工 に 着 手 す る

ま で の 期 間 （ 現 場 事 務 所 の 設 置 、 資 機 材

の 搬 入 又 は 仮 設 工 事 等 が 開 始 さ れ る ま で

の 期 間 ） に つ い て は 、 主 任 技 術 者 又 は 監

理 技 術 者 の 工 事 現 場 へ の 専 任 は 要 し な

い 。 な お 、 現 場 施 工 に 着 手 す る 日 に つ い

て は 、 請 負 契 約 の 締 結 後 、 監 督 職 員 と の

打 合 せ に お い て 定 め る 。  

・ 工 事 完 成 後 、 検 査 が 終 了 し （ 発 注 者 の 都

合 に よ り 検 査 が 遅 延 し た 場 合 を 除

く 。 ） 、 事 務 手 続 、 後 片 付 け 等 の み が 残

っ て い る 期 間 に つ い て は 、 主 任 技 術 者 又

は 監 理 技 術 者 の 工 事 現 場 へ の 専 任 を 要 し

な い 。 な お 、 検 査 が 終 了 し た 日 は 、 発 注

者 が 工 事 の 完 成 を 確 認 し た 旨 、 受 注 者 に

通 知 し た 日 （ 例 ： 「 完 成 検 査 確 認 通 知

書 」 等 に お け る 日 付 ） と す る 。  
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( 9 ) 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 員 が 実 質 的 に 経 営

を 支 配 す る 建 設 業 者 又 は こ れ に 準 ず る も

の と し て 、 厚 生 労 働 省 発 注 工 事 等 か ら 排

除 要 請 が あ り 、 当 該 状 態 が 継 続 し て い る

者 で な い こ と 。  

 ( 1 0 ) 必 ず 現 場 調 査 を 実 施 す る こ と 。  

応 札 者 は 2 0 2 6 年 4 月 1 3 日 9 時 0 0 分 か ら 2 0 2 6 年

4 月 2 0 日 1 7 時 0 0 分 ま で に 必 ず 現 地 調 査 を 行

う こ と 。 な お 申 し 入 れ は 、 3 ( 1 ) に 記 載 の 担

当 部 署 に 、 2 0 2 6 年 4 月 1 9 日 1 2 時 0 0 分 ま で に

行 う こ と 。 （ 但 し 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 祭

日 を 除 く 毎 日 9 時 0 0 分 か ら 1 2 時 0 0 分 、 1 3 時

0 0 分 か ら 1 7 時 0 0 分 ま で ）  

 

３  入 札 手 続 等  

( 1 ) 担 当 部 署  

〒 1 5 7 - 8 5 3 5  東 京 都 世 田 谷 区 大 蔵 2 - 1 0 - 1  

国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 成 育 医 療 研 究 セ ン タ ー  

財 務 経 理 課 長  荻 原 剛 之  

電 話  0 3 - 3 4 1 6 - 0 1 8 1  ( 代 表 )  5 1 4 0  

( 2 ) 入 札 説 明 書 の 交 付 期 間 、 場 所 及 び 方 法  

2 0 2 6 年 4 月 1 3 日 か ら 2 0 2 6 年 4 月 2 4 日 ま で （ 土

曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 祭 日 を 除 く 毎 日 9 時 0 0
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分 ～ 1 2 時 0 0 分 、 1 3 時 0 0 分 ～ 1 7 時 0 0 分 ま で ）  

※ 当 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ の ト ッ プ ペ ー ジ

右 上 に あ る 青 い ボ タ ン の 「 調 達 情 報 」 を

ク リ ッ ク し 、 そ の 先 の 「 入 札 説 明 書 配 布

申 請 フ ォ ー ム 」 に 必 要 事 項 を 記 入 し 、 送

信 す る こ と 。  

( 3 ) 入 札 説 明 会 お よ び 現 地 調 査 の 日 時 、 場 所  

入 札 説 明 会 は 実 施 し な い  

現 地 調 査 は 2 0 2 6 年 4 月 1 3 日 9 時 0 0 分 か ら

2 0 2 6 年 4 月 2 0 日 1 7 時 0 0 分 ま で と し 、 各 社

個 別 に 対 応 す る 。  

な お 申 し 入 れ は 、 3 ( 1 ) に 記 載 の 担 当 部 署

に 、 2 0 2 6 年 4 月 2 0 日 1 2 時 0 0 分 ま で に 行 う

こ と 。 ※ 2 時 間 程 度 の 現 地 調 査 を 予 定 。

（ 但 し 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 祭 日 を 除 く

毎 日 9 時 0 0 分 か ら 1 2 時 0 0 分 、 1 3 時 0 0 分 か

ら 1 7 時 0 0 分 ま で ）  

( 4 ) 質 疑 受 付 期 間  

 2 0 2 6 年 4 月 1 3 日 か ら 2 0 2 6 年 4 月 2 0 日 1 7 時 0 0

分 ま で  

( 5 ) 質 疑 回 答 期 限  

 2 0 2 6 年 4 月 1 3 日 か ら 2 0 2 6 年 4 月 2 1 日 1 2 時 0 0

分 ま で  
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( 6 ) 入 札 書 、 申 請 書 及 び 資 料 の 提 出 期 間 、 場

所 及 び 方 法  

a ) 入 札 書 以 外 ( 申 請 書 及 び 資 料 )  

2 0 2 6 年 4 月 2 0 日 1 2 時 0 0 分 ま で （ 土 曜 日 、 日

曜 日 及 び 祝 祭 日 を 除 く 。 ） に ( 1 ) の 担 当 部

署 に 持 参 す る こ と 。 （ た だ し 、 郵 送 に よ

る 入 札 の 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ る も の と

し 、 2 0 2 6 年 4 月 2 0 日 1 2 時 0 0 分 ま で に ( 1 ) の

担 当 部 署 に 必 着 す る こ と 。 資 料 の 作 成 に

か か る 費 用 は 提 出 者 の 負 担 と し 、 提 出 さ

れ た 資 料 は 、 当 該 理 事 長 に よ る 競 争 参 加

資 格 の 確 認 以 外 に 無 断 で 使 用 す る 事 は で

き な い 。 ま た 、 提 出 さ れ た 資 料 は 返 却 さ

れ な い 。 ）  

ア ）  競 争 参 加 資 格 の 確 認 の 結 果 は 、 2 0 2 6

年 4 月 2 1 日 ま で に 通 知 す る 。 ( 資 格 が な い

と さ れ た も の の み )  

イ ） 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め た 者 に 対 す

る 理 由 の 説 明  

１ ） 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者

は 、 理 事 長 に 対 し て 競 争 参 加 資 格 が な

い と 認 め た 理 由 に つ い て 、 次 に 従 い 、

書 面 （ 様 式 は 自 由 ） に よ り 説 明 を 求 め

る こ と が で き る 。  

①  提 出 期 限 ： 2 0 2 6 年 4 月 2 2 日  1 2 時 0 0 分 。  

②  提 出 場 所 ： ( 1 ) に 同 じ 。  
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③  提 出 方 法 ： 書 面 に よ り 提 出 す る こ と 。 

２ ） 理 事 長 は 、 説 明 を 求 め ら れ た と き

は 、 2 0 2 6 年 4 月 2 3 日 1 2 時 0 0 分 ま で に 説

明 を 求 め た 者 に 対 し メ ー ル 等 で 回 答 す

る 。  

b ) 入 札 書  

2 0 2 6 年 4 月 2 4 日 1 2 時 0 0 分 ま で （ 土 曜 日 、

日 曜 日 及 び 祝 祭 日 を 除 く 。 ） に ( 1 ) の 担

当 部 署 に 持 参 す る こ と 。 （ た だ し 、 郵 送

に よ る 入 札 の 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ る も

の と し 、 2 0 2 6 年 4 月 2 4 日 1 2 時 0 0 分 ま で に

( 1 ) の 担 当 部 署 に 必 着 す る こ と 。 資 料 の

作 成 に か か る 費 用 は 提 出 者 の 負 担 と し 、

提 出 さ れ た 資 料 は 、 当 該 理 事 長 に よ る 競

争 参 加 資 格 の 確 認 以 外 に 無 断 で 使 用 す る

事 は で き な い 。 ま た 、 提 出 さ れ た 資 料 は

返 却 さ れ な い 。 ） な お 、 入 札 書 の 内 訳 書

を 同 封 す る こ と 。  

( 7 ) 開 札 の 日 時 及 び 場 所  

2 0 2 6 年 4 月 2 7 日  1 3 時 3 0 分  

国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 成 育 医 療 研 究 セ ン タ

ー 内 会 議 室  
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４  そ の 他  

( 1 ) 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。  

( 2 )  入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除  

( 3 )  本 工 事 に お い て は 、 契 約 締 結 時 に お い て

「 中 間 前 金 払 方 式 」 お よ び 「 出 来 高 部 分 払 方

式 」 の い ず れ か ま た は そ の 両 方 を 選 択 す る こ

と が で き る も の と す る 。  

( 4 )  入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項  

参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 説 明 書 で 示 し た 証

明 書 等 を 指 定 期 日 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。 ま た 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い

て 、 理 事 長 か ら 当 該 書 類 に つ い て 説 明 を 求 め

ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れ ば な ら な

い 。  

( 5 ) 入 札 の 無 効  

本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の し た

入 札 、 申 請 書 又 は 資 料 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者

の 入 札 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

は 無 効 と す る 。  

( 6 ) 契 約 者 の 決 定 等  

契 約 事 務 取 扱 細 則 第 3 7 条 の 規 定 に 基 づ い

て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で
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最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た

入 札 者 を 契 約 の 相 手 方 と す る 。 （ 契 約 事

務 取 扱 細 則 第 1 4 条 第 1 項 ）  

た だ し 、 契 約 の 相 手 方 と な る べ き 者 の

申 込 み の 価 格 が 、 申 込 み に 係 る 価 格 に よ

っ て は そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適

合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と

認 め ら れ る と き  （ 契 約 事 務 取 扱 細 則 第 1 4

条 第 1 項 第 一 号 ） 、 又 は 契 約 を 締 結 す る こ

と が 、 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な

る お そ れ が あ っ て 、 著 し く 不 当 で あ る と

認 め ら れ る と き （ 契 約 事 務 取 扱 細 則 第 1 4

条 第 １ 項 第 二 号 ） は 、 予 定 価 格 の 制 限 の

範 囲 内 の 価 格 を も っ て 申 込 み を し た 他 の

者 の う ち 最 低 の 価 格 を も っ て 申 込 み を し

た 者 を 当 該 契 約 の 相 手 方 と す る こ と が あ

る 。 上 記 た だ し 書 き に 規 定 す る 契 約 の う

ち 、 予 定 価 格 が １ ０ ０ ０ 万 円 を 超 え る 工

事 又 は 製 造 そ の 他 の 請 負 契 約 に つ い て 、

予 定 価 格 に 対 し 、 申 込 価 格 が 、 次 の 各 号

に 係 る 割 合 に 達 し な い 場 合 は 、 上 記 契 約

事 務 取 扱 細 則 第 1 4 条 第 1 項 第 一 号 に 該 当 す

る も の と し 、 契 約 担 当 者 は 当 該 契 約 の 内
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容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が

あ る か ど う か に つ い て 調 査 を 行 う 。 （ 契

約 事 務 取 扱 細 則 第 1 4 条 第 2 項 第 一 号 ）  

一  工 事 の 請 負 契 約 に あ っ て は 、 予 定 価 格

の 算 出 の 基 礎 と な っ た 次 に 掲 げ る 額 の

合 計 額 に １ ０ ０ 分 の １ １ ０ を 乗 じ て 得

た 額 を 予 定 価 格 で 除 し た 割 合 （ そ の 割

合 が １ ０ 分 の ９ . ２ を 超 え る 場 合 に あ っ

て は １ ０ 分 の ９ . ２ 、 １ ０ 分 の ７ . ５ に

満 た な い 場 合 に あ っ て は １ ０ 分 の ７ .

５ ）  

ア  直 接 工 事 費 の 額 に １ ０ 分 の ９ ． ７ を

乗 じ て 得 た 額  

イ  共 通 仮 設 費 の 額 に １ ０ 分 の ９ を 乗 じ

て 得 た 額  

ウ  現 場 管 理 費 （ 建 設 工 事 費 に お い て 、

工 事 原 価 を 純 工 事 費 と 現 場 経 費 で 構 成

し て い る 場 合 は 、 当 該 現 場 経 費 ） の 額

に １ ０ 分 の ９ を 乗 じ て 得 た 額  

エ  一 般 管 理 費 の 額 に １ ０ 分 の ５ ． ５ を

乗 じ て 得 た 額  

  理 事 長 等 は 、 落 札 と な る べ き 同 価 又

は 総 合 的 な 評 価 が 同 価 の 申 し 込 み を し た
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者 が 2 人 以 上 あ る と き は 、 直 ち に 、 当 該 申

込 者 に く じ を 引 か せ て 落 札 者 又 は 契 約 の

相 手 方 を 定 め る 。 （ 契 約 事 務 取 扱 細 則 第

1 5 条 第 1 項 ） 。 前 項 の 場 合 に お い て 、 申 込

者 の う ち く じ を 引 か な い 者 が あ る と き

は 、 こ れ に 代 わ っ て 契 約 事 務 に 関 係 の な

い 職 員 に く じ を 引 か せ る 。 （ 契 約 事 務 取

扱 細 則 第 1 5 条 第 2 項 ） 。  

 理 事 長 等 は 、 落 札 者 又 は 契 約 の 相 手 方

が 決 ま っ た 場 合 は 、 直 ち に そ の 者 と 交 渉

し 、 契 約 価 額 を 決 定 す る ( 契 約 事 務 取 扱 細

則 第 1 6 条 ） 。  

( 7 ) 手 続 に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 8 ) 契 約 書 作 成 の 要 否     要 。  

( 9 ) 関 連 情 報 を 入 手 す る た め の 照 会 窓 口 は 、

3 ( 1 ) 担 当 部 署 。  

( 1 0 ) 詳 細 は 入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。  

 

6  S u m m a r y  

( 1 )  O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e -

n t  o f  t h e  p r o c u r i n g  e n t i t y :  T a k a s h i -  

I g a r a s h i ,   

 C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r ( C E O ) , N a t i o n a l  

C e n t e r ,  f o r  C h i l d  H e a l t h  a n d  D e v e l o p m -

e n t   

( 2 )  C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  P r o d u c t s  t o
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 b e  p r o c u r e d  :  4 1  

( 3 )  N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u -

c t s  t o  b e  p u r c h a s e d :  C o n s t r u c t i - o n  o f

 a n  I n t e g r a t e d  C e n t e r  f o r   W o m e n ’ s  H

e a l t h  

 ( 4 )   e l i v e r y  p e r i o d :  F r o m  M a y  1 8 ,  2 0

2 6  t h r o u g h  D e c e m b e r  2 0 ,  2 0 2 8  

( 5 )  D e l i v e r y  p l a c e  :  N a t i o n a l  C e n t e r  

f o r  C h i l d  H e a l t h  a n d  D e v e l o p m e n t  

 ( 6 )  C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e  :  

T s u y o s h i  O g i w a r a , D i r e c t o r , P r o c u r e m e n t   

p o l i c y  p l a n n i n g  D i v i s i o n ,  N a t i o n a l  C e -

n t e r  f o r  C h i l d  H e a l t h a n d  D e v e l o p m e n t , 2

- 1 0 - 1 , O k u r a ,  S e t a g a y a k u , T o k y o  1 5 7 - 8 5 3 5 ,

J a p a n .  

T E L  0 3 - 3 4 1 6 - 0 1 8 1  e x t . 5 1 4 0  


